
22月は月は荷役災害防止強化月間荷役災害防止強化月間ですです2月は荷役災害防止強化月間です

愛媛労働局
一般社団法人 愛媛県トラック協会
陸上貨物運送事業労働災害防止協会愛媛県支部

主催 後援

労働災害防止に向けた積極的な労働災害防止に向けた積極的な
取組みをお願いします。取組みをお願いします。

 「荷役作業安全ガイドライン」を活用し、災害“ゼロ”へ

荷役災害防止の日

墜落・転落墜落・転落荷崩れ荷崩れ無人暴走無人暴走

トラック後退時トラック後退時フォークリフトフォークリフト
使用時使用時

なくそう ! 荷役５
大災害

月月 日日 日日2 98
くやに

リスクアセスメ
ント

リスクアセスメ
ントのの
実践実践

労働災害防止労働災害防止
・・安全教育の実

施
安全教育の実

施

協力会社との協力会社との
合同安全会議

の実施
合同安全会議

の実施



死傷災害（休業４日以上）の内訳等
（新型コロナウイルスのり患によるものを除く）

はさまれ・巻き込まれ
13人 8.3％

その他 22人 14.0％

交通事故 8人 5.1％

崩壊・倒壊 27人 1.7％
高温・低温物との接触 31人 2.0％

激突 50人 3.2％

飛来、落下 73人 4.7％

激突され 79人 5.1％

交通事故 111人 7.2％

切れ・こすれ 91人 5.9％

�労働者の行動に起因する災害
（「転倒」「動作の反動、無
理な動作」）が、労働災害全体
の約４割を占めた（37.7％）。

墜落、転落 277人 17.9％

はさまれ・巻き込まれ 182人 11.7％

その他 44人 2.8％

愛媛労働局（令和５年）

「墜落・転落」「転倒」
「動作の反動、無理な
動作」が、道路貨物運送
業の死傷災害の4分の3
近くを占めた（72.6％）。

�「製造業」「商業」「保健衛生
業」「建設業」「道路貨物
運送業」の5業種で、全業
種の75.2%を占めた。

製造業 412人 26.6％

商業 226人 14.6％

保健衛生業 200人 12.9％

建設業 170人 11.0％

清掃と畜 54人 3.5％

接客娯楽業 71人 4.6％

その他 260人 16.8％

１ 業種別労働災害死傷者数（全業種）

２ 事故の型※別労働災害死傷者数（全業種）

3 「道路貨物運送業」における事故の型別死傷災害発生状況

1,550人

1,550人

157人

動作の反動・無理な動作
27人 17.2％

※「事故の型」とは、「傷病を受けるもととなった起因物が関係した現象」

道路貨物運送業
157人 10.1％

動作の反動・無理な動作
177人 11.4％

転倒 408人 26.3％

転倒 31人 19.7％

墜落、転落 56人 35.7％


